
別紙３ 

 

「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について」（平成 16 年２月９日付健水発第

0209001 号）別添１ 新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

改正後（新） 改正前（旧） 

浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法 

 

改正後の「資機材等の材質に関する試験」（平成 12 年厚生省告示第 45

号）における浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方

法の具体例については、それぞれ表１、表２のとおりとする。 

なお、試験操作の設定にあたっては、各検査機関の裁量が認められてい

るところであるが、「水道水質検査のための妥当性評価ガイドラインにつ

いて」（平成 24年９月６日付健水発 0906 第１～４号厚生労働省健康局水

道課長通知）に基づき、各検査機関で定めた試験方法の妥当性を予め確認

すること。 

 

表１ 浸出用液の調製における水質の確認方法 （略） 

 

表２ 浸出液の分析方法 

カドミウム及びその化

合物 

基準検査方法告示の別表第３、同別表第５

又は同別表第６に定める方法 

水 銀 及 び そ の 化 合

物  
基準検査方法告示の別表第７に定める方法 

セ レ ン 及 び そ の 化 基準検査方法告示の別表第３、同別表第６、

浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法 

 

改正後の「資機材等の材質に関する試験」（平成 12 年厚生省告示第 45

号）における浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方

法の詳細については、それぞれ表１、表２のとおりとする。 

 

 

 

 

 

表１ 浸出用液の調製における水質の確認方法 （略） 

 

表２ 浸出液の分析方法 

カドミウム及びその化

合物 

基準検査方法告示の別表第３、同別表第５

又は同別表第６に定める方法。 

（中略） （中略） 

Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリ

ン 
別紙方法２又は別紙方法３に定める方法。 

 



合物  同別表第８又は同別表第９に定める方法 

鉛及びその化合物  
基準検査方法告示の別表第３、同別表第５

又は同別表第６に定める方法 

ヒ 素 及 び そ の 化 合

物  

基準検査方法告示の別表第３、同別表第６、

同別表第 10 又は同別表第 11 に定める方法 

六価クロム化合物 
基準検査方法告示の別表第３、同別表第４、

同別表第５又は同別表第６に定める方法 

亜硝酸態窒素 
基準検査方法告示の別表第 13 に定める方

法 

シアン化物イオン及び

塩化シアン 

基準検査方法告示の別表第 12 に定める方

法 

硝 酸 態 窒 素 及 び 亜

硝酸態窒素  

基準検査方法告示の別表第 13 に定める方

法 

フ ッ 素 及 び そ の 化

合物  

基準検査方法告示の別表第 13 に定める方

法 

ホ ウ 素 及 び そ の 化

合物  

基準検査方法告示の別表第５又は同別表第

６に定める方法 

四塩化炭素  
基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 15 に定める方法 

１，４―ジオキサン  
基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 16 に定める方法 

シス―１，２―ジク

ロ ロ エ チ レ ン 及 び

トランス―１，２―

ジクロロエチレン  

基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 15 に定める方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジクロロメタン  
基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 15 に定める方法 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ

レン  

基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 15 に定める方法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ

ン  

基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 15 に定める方法 

ベンゼン  
基準検査方法告示の別表第 14 又は同別表

第 15 に定める方法 

ホルムアルデヒド  
基準検査方法告示の別表第 19 に定める方

法 

亜 鉛 及 び そ の 化 合

物  

基準検査方法告示の別表第３、同別表第４、

同別表第５又は同別表第６に定める方法 

ア ル ミ ニ ウ ム 及 び

その化合物  

基準検査方法告示の別表第３、同別表第５

又は同別表第６に定める方法 

鉄及びその化合物  
基準検査方法告示の別表第３、同別表第４、

同別表第５又は同別表第６に定める方法 

銅及びその化合物  
基準検査方法告示の別表第３、同別表第４、

同別表第５又は同別表第６に定める方法 

ナ ト リ ウ ム 及 び そ

の化合物  

基準検査方法告示の別表第３、同別表第４、

同別表第５、同別表第６又は同別表第 20

に定める方法 

マ ン ガ ン 及 び そ の

化合物  

基準検査方法告示の別表第３、同別表第４、

同別表第５又は同別表第６に定める方法 

塩化物イオン  
基準検査方法告示の別表第 13 又は同別表

第 21 に定める方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



蒸発残留物  
基準検査方法告示の別表第 23 に定める方

法 

陰 イ オ ン 界 面 活 性

剤  

基準検査方法告示の別表第 24 に定める方

法 

非 イ オ ン 界 面 活 性

剤  

基準検査方法告示の別表第 28 又は同別表

第 28 の２に定める方法 

フェノール類 
基準検査方法告示の別表第 29 に定める方

法 

有機物（全有機炭素（Ｔ

ＯＣ）の量） 

基準検査方法告示の別表第 30 に定める方

法 

味 
基準検査方法告示の別表第 33 に定める方

法 

臭気 
基準検査方法告示の別表第 34 に定める方

法 

色度 
基準検査方法告示の別表第 35 又は同別表

第 36 に定める方法 

濁度 
基準検査方法告示の別表第 38、同別表第 39

又は同別表第 41に定める方法 

１，２―ジクロロエタン 

「水質基準に関する省令の制定及び水道法

施行規則の一部改正等並びに水道水質管理

における留意事項について」（平成 15 年 10

月10日健水発第1010001号厚生労働省健康

局水道課長通知。以下「水質基準等改正通

知」という。）の別添方法１及び同別添方法

２に定める方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アミン類 別紙方法４に定める方法 

エピクロロヒドリン 別紙方法２に定める方法 

酢酸ビニル 別紙方法２又は別紙方法３に定める方法 

Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリ

ン 
別紙方法２又は別紙方法３に定める方法 

スチレン 別紙方法２又は別紙方法３に定める方法 

２，４―トルエンジアミ

ン 
別紙方法５に定める方法 

２，６―トルエンジアミ

ン 
別紙方法５に定める方法 

１，２―ブタジエン 別紙方法２又は別紙方法３に定める方法 

１，３―ブタジエン 別紙方法２又は別紙方法３に定める方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙方法１ 

滴定法 

 ここで対象とする項目は、アルカリ度である。 

１ 試薬 

 (1) 精製水 

  測定対象成分を含まないもの 

 (2) エチルアルコール（95ｖ／ｖ％） 

 (3)～(7) （略） 

２・３ （略） 

 

別紙方法１ 

滴定法 

 ここで対象とする項目は、アルカリ度である。 

１ 試薬 

 

 

 

 (1)～(5) （略） 

３・４ （略） 

 



別紙方法２ 

パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ

法) 

 ここで対象とする項目は、エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、

１，２―ブタジエン、１，３―ブタジエン及びＮ，Ｎ―ジメチルアニリン

である。 

１ （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) ねじ口ガラス瓶 

  基準検査方法告示の別表第 14の２(1)の例による。 

 

 (2) アンプル 

  基準検査方法告示の別表第 14の２(2)の例による。 

 (3) パージ・トラップ装置 

  ア パージ容器 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(3)アの例による。 

  イ 恒温槽 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(3)イの例による。 

  ウ トラップ管 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(3)ウの例による。 

 

 

 

  エ 脱着装置 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(3)エの例による。 

別紙方法２ 

パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ

法) 

 ここで対象とする項目は、エピクロロヒドリン、酢酸ビニル、スチレン、

１，２―ブタジエン、１，３―ブタジエン及びＮ，Ｎ―ジメチルアニリン

である。 

１ （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) ねじ口ガラス瓶 

  容量 40～100ml のもので、ポリテトラフルオロエチレン張りのキャッ

プをしたもの 

 (2) アンプル 

  容量１～２ml のもの 

 (3) パージ・トラップ装置 

  ア パージ容器 

   ガラス製で、５～25ml の精製水及び検水を処理できるもの 

  イ 恒温槽 

   30～40℃に保持できるもの 

  ウ トラップ管 

   内径２mm以上、長さ５～30 ㎝のもので、ステンレス管又はこの内

面にガラスを被覆したものにポリ―２，６―ジフェニル―ｐ―ジフェ

ニレンオキサイド、活性炭、シリカゲルを３層に充填したもの又はこ

れと同等以上の性能を有するもの 0 

  エ 脱着装置 

   トラップ管を 180～200℃の温度に急速に加熱できるもの 



  オ （略） 

 (4) ガスクロマトグラフ―質量分析計 

  ア 分離カラム 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)アの例による。 

 

 

 

  イ （略） 

  ウ 検出器 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)ウの例による。 

  エ イオン化電圧 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)エの例による。 

  オ キャリアーガス 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(3)オの例による。 

３～５ （略） 

 

  オ （略） 

 (4) ガスクロマトグラフ―質量分析計 

  ア 分離カラム 

   内径 0.20～0.53mm、長さ 60～75m の溶融シリカ製のキャピラリー

カラムで、内面に 25％フェニル―75％ジメチルポリシロキサンを 1

μmの厚さに被覆したもの又はこれと同等以上の分離性能を有するも

の 

  イ （略） 

  ウ 検出器 

   選択イオン測定(ＳＩＭ)又はこれと同等以上の性能を有するもの 

  エ イオン化電圧 

   電子衝撃イオン化(ＥＩ)電圧を 70Ｖにしたもの 

  オ キャリアーガス 

   純度 99.999ｖ／ｖ％以上のヘリウムガス 

３～５ （略） 

 

別紙方法３ 

ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法(ＨＳ―ＧＣ―ＭＳ

法) 

 ここで対象とする項目は、酢酸ビニル、スチレン、１，２―ブタジエン、

１，３―ブタジエン及びＮ，Ｎ―ジメチルアニリンである。 

１ （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) ねじ口ガラス瓶 

  基準検査方法告示の別表第 14の２(1)の例による。 

別紙方法３ 

ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法(ＨＳ―ＧＣ―ＭＳ

法) 

 ここで対象とする項目は、酢酸ビニル、スチレン、１，２―ブタジエン、

１，３―ブタジエン及びＮ，Ｎ―ジメチルアニリンである。 

１ （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) ねじ口ガラス瓶 

  ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法の２の(1)の例による。 



 (2) アンプル 

  基準検査方法告示の別表第 14の２(2)の例による。 

 (3) バイアル 

  基準検査方法告示の別表第 15の２(3)の例による。 

 (4) （略） 

 (5) ポリテトラフルオロエチレンシート 

  基準検査方法告示の別表第 15の２(5)の例による。 

 (6)・(7) （略） 

 (8) 恒温槽 

  基準検査方法告示の別表第 15の２(8)の例による。 

 (9) ガスクロマトグラフ―質量分析計 

  ア （略） 

  イ 分離カラム 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)アの例による。 

  ウ （略） 

  エ 検出器 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)ウの例による。 

  オ イオン化電圧 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)エの例による。 

  カ キャリアーガス 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)オの例による。 

３～５ （略） 

 

 (2) アンプル 

  ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法の２の(2)の例による。 

 (3) バイアル 

  容量 10～100ml のもの 

 (4) （略） 

 (5) ポリテトラフルオロエチレンシート 

  厚さ 0.05mm 以上のもの 

 (6)・(7) （略） 

 (8) 恒温槽 

  60～80℃に保持できるもの 

 (9) ガスクロマトグラフ―質量分析計 

  ア （略） 

  イ 分離カラム 

   ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法の２の(4)アの例による。 

  ウ （略） 

  エ 検出器 

   ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法の２の(4)ウの例による。 

  オ イオン化電圧 

   ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法の２の(4)エの例による。 

  カ キャリアーガス 

   ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法の２の(4)オの例による。 

３～５ （略） 

 



別紙方法４ 

吸光光度法 

 ここで対象とする項目は、アミン類である。 

１ 試薬 

 (1) 精製水 

  測定対象成分を含まないもの 

 (2)～(5) （略） 

 (6) ジクロロメタン 

  測定対象成分を含まないもの 

 (7)・(8) （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) ねじ口ガラス瓶 

  基準検査方法告示の別表第 14の２(1)の例による。 

 (2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

 

別紙方法４ 

吸光光度法 

 ここで対象とする項目は、アミン類である。 

１ 試薬 

 

 

 (1)～(4) （略） 

 (5) ジクロロメタン 

 

 (6)・(7) （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) ねじ口ガラス瓶 

  エピクロロヒドリン等(ＰＴ―ＧＣ―ＭＳ法)の２の(1)の例による。 

 (2)・(3) （略） 

３～５ （略） 

 

別紙方法５ 

固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 

 ここで対象とする項目は、２，４―トルエンジアミン及び２，６―トル

エンジアミンである。 

１ 試薬 

 (1) 精製水 

  測定対象成分を含まないもの 

 (2)・(3) （略） 

 (4) 窒素 

別紙方法５ 

固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 

 ここで対象とする項目は、２，４―トルエンジアミン及び２，６―トル

エンジアミンである。 

１ 試薬 

 

 

 (1)・(2) （略） 

 



  測定対象成分を含まないもの 

 (5)・(6) （略） 

 (7) アセトン 

  測定対象成分を含まないもの 

 (8) メチルアルコール 

  測定対象成分を含まないもの 

 (9) ジクロロメタン 

  測定対象成分を含まないもの 

 (10) 無水硫酸ナトリウム 

  測定対象成分を含まないもの 

 (11)・(12) （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) （略） 

 (2) ガスクロマトグラフ―質量分析計 

  ア 試料導入部 

   基準検査方法告示の別表第 17 の２(5)アの例による。 

  イ・ウ （略） 

  エ 検出器 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)ウの例による。 

  オ （略） 

  カ イオン化電圧 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)エの例による。 

  キ （略） 

  ク キャリアーガス 

   基準検査方法告示の別表第 14 の２(4)オの例による。 

 

 (3)・(4) （略） 

 (5) アセトン 

 

 (6) メチルアルコール 

 

 (7) ジクロロメタン 

 

 

 

 (8)・(9) （略） 

２ 器具及び装置 

 (1) （略） 

 (2) ガスクロマトグラフ―質量分析計 

  ア 試料導入部 

   試料導入方式に応じて最適温度が設定できるもの 

  イ・ウ （略） 

  エ 検出器 

   選択イオン測定(ＳＩＭ)又はこれと同等以上の性能を有するもの 

  オ （略） 

  カ イオン化電圧 

   電子衝撃イオン化(ＥＩ)電圧を 70Ｖにしたもの 

  キ （略） 

  ク キャリアーガス 

   純度 99.999ｖ／ｖ％以上のヘリウムガス 



３ （略） 

４ 試験操作 

 (1) （略） 

 (2) 分 析 

  上記(1)で得られた試験溶液の一定量をガスクロマトグラフ―質量分

析計に注入し、345、317 のフラグメントイオンのピーク高さ又はピー

ク面積を求め、下記５により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれ

の対象物質の濃度を求め、検水中のそれぞれの対象物質の濃度を算定す

る。 

 

 

５ （略） 

３ （略） 

４ 試験操作 

 (1) （略） 

 (2) 分 析 

  上記(1)で得られた試験溶液の一定量をガスクロマトグラフ―質量分

析計に注入し、345、317 のフラグメントイオンのピーク高さ又はピー

ク面積を求め、下記(3)で求めた空試験のピーク高さ又はピーク面積を

差し引いた後、下記５により作成した検量線から試験溶液中のそれぞれ

の対象物質の濃度を求め、検水中のそれぞれの対象物質の濃度を算定す

る。 

 (3) （略） 

５ （略） 

 


